
１ 背景と目的

２ 計画の位置付け

国の指針を踏まえ、関連計画等と整合を図り、災害時に発生する廃棄物の処理に関す
る基本的な考え方や処理方法等を示すものであり、発災時に策定する実行計画の骨子と
なるものです。本計画と他の法律・計画等との関係は、次のとおりです。

令和６年１月に発生した令和６年能登半島地震では、道路の寸断や廃棄物処理施設の
被災により、廃棄物処理に大きな支障が生じました。これらのほかにも、近年、全国各
地で大規模な地震や集中豪雨により膨大な災害廃棄物が発生しています。
国は、関係法令の改正による制度的な対応や、過去の災害から得られた知見を踏まえ、

災害廃棄物対策指針を改定する等、地方公共団体における災害対応力の強化に取り組ん
でいます。
東京都は、首都直下地震の被害想定の見直しや近年風水害が増加していることを踏ま

え、令和５年９月に「東京都災害廃棄物処理計画」を改定する等、災害廃棄物への対応
力の強化に取り組んでいます。
「小金井市災害廃棄物処理計画」（以下、「本計画」という。）は、大規模災害の発

生時に、膨大に発生する廃棄物を適正かつ円滑･迅速に処理するため、市民の生活環境
の保全、公衆衛生上の被害を防止するとともに、早期の復旧･復興に資するための基本
的事項を定めるものです。
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４ 基本方針

３ 計画の対象

災害廃棄物処理の基本方針を以下のとおりとします。
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本計画は、地震災害、風水害、土砂災害及び火山災害を対象とします。
本計画では、主に地震災害による最大規模の被害を想定しており、本市の最大規模の

被害（多摩東部直下地震）として、家屋の全壊被害445棟、半壊被害1,567棟などによ
り約20万トンの災害廃棄物が発生する見込みです。
災害廃棄物は、一般廃棄物に位置付けられるものであり、市が包括的な処理責任を負

います。また、本計画では以下の太枠内のとおり、市が包括的な処理責任を負う災害廃
棄物のほか、被災者や避難者の生活に伴い発生する避難所ごみ等についても対象としま
す。

廃棄物の種類 内容

一
般
廃
棄
物

災害廃棄物

・被災家屋から排出される家財道具等（片付けごみ）
・被災建築物の解体撤去で発生する廃棄物（解体ごみ）
・道路啓開や救助捜索活動に伴い生じる廃棄物
・仮設トイレからのし尿
・その他、災害に起因する廃棄物

避難所ごみ等
・被災した市民の排出する生活ごみ、使用済携帯トイレ等
（通常生活で排出される生活ごみを除く。）
・避難施設で排出される生活ごみ（避難所ごみ）

家庭ごみ、し尿 ・通常生活で排出される生活ごみ･し尿

事業系一般廃棄物 ・事業活動に伴う廃棄物（産業廃棄物を除く。）

産業廃棄物 ・廃棄物処理法第２条第４項に定める事業活動に伴って生じた廃棄物

安全で安心できる処理 復旧･復興に資する処理 持続性を確保できる処理

① 計画的な対応･処理
災害廃棄物発生量、道路や施設の被災状況や処理能力等を逐次把握した
上で、計画的に処理を推進します。

② 迅速な対応･処理
早期の復旧･復興を図るため、時々刻々と変化する状況に対応しながら迅
速な処理を行います。

③ 環境に配慮した処理
災害時の混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を推進し
ます。

④ 衛生的な処理 悪臭、害虫の発生等を考慮し、衛生的な処理を図ります。

⑤ 安全の確保
住宅地での解体作業や仮置場での搬入、搬出作業において周辺市民や処
理従事者の安全の確保を徹底します。

⑥ 再資源化の推進
膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、徹底した分別･選別により
可能な限り再資源化を推進し、最終処理量の削減を図ります。

⑦ 経済性に配慮した処理
膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、コスト意識を持ち、可能
な限り経費の削減に努めます。
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５ 災害時に発生する廃棄物の処理

災害時は、生活環境の保全等の観点から、まず生活ごみ、避難所ごみ、し尿の収集運
搬･処理を優先します。発災後、廃棄物処理体制に係る問題を確認し、支障がある場合
はそれを解消し、速やかに生活ごみ、避難所ごみ、し尿の収集運搬･処理を再開します。
早期の復旧･復興に向け、片付けごみ、解体ごみ等の災害廃棄物の処理は、可能な限

り早期の完了を目指します。過去の大規模災害の事例を踏まえ、最長で３年とします。
大規模な災害が発生した際は膨大な災害廃棄物が発生することから、災害廃棄物処理

を加速化させるため、災害廃棄物合同処理本部や東京都等の各主体と連携して、広域処
理することを検討します。
安定的かつ着実に災害廃棄物処理対応に当たるためにも、災害時に発生する廃棄物の

処理フローを平常時から検討し、災害時に被害状況に応じて適切に対応に当たります。

生活ごみ

可能な限り平常通りの収集としますが、大規模地震が発生した場合、発災直後は生活
ごみの収集作業を中止し、被災状況の把握などの緊急対応を優先的に行うことを原則と
します。

避難所ごみ

避難所においても可能な限り平常時と同様の分別区分で排出を行えるよう対応を検討
します。

し尿

可能な限り平常通り公共下水道又は一部事務組合等のし尿処理施設で行います。し尿
処理施設が被災した場合は、発災初動期には携帯トイレ等を活用します。膨大に発生す
る使用済み携帯トイレ等の収集･処理方法については、一部事務組合等と平常時から検
討します。

災害廃棄物

片付けごみや解体ごみ等の災害廃棄物は、処理先への搬出までの間、市が設置する一
次仮置場等で分別した上で一時的に保管します。
片付けごみは市が定める分別基準に則り、市民による地区集積所への排出、市による

戸別収集を併用して対応に当たります。
市は早期に市民が片付けごみを排出できるよう地区集積所の開設を優先的に進めると

ともに、緊急仮置場に排出された片付けごみを戸別収集する体制を構築します。

呼称 定義

緊急仮置場
・市による戸別収集の対象になる災害廃棄物（地区集積所に持ち込めない大型家具等
の片付けごみ）の、緊急排出先。

地区集積所
・被災家屋から発生した破損･故障した家財道具等を被災者が排出するために、市が選
定した中規模な市内の公園等に一時的に設置される集積所。

一次仮置場
・緊急仮置場や地区集積所に排出された片付けごみ、被災現場等から発生した解体ご
みを搬入するために、大規模な市内の公園や運動場等に設置される集積所。
・災害廃棄物の前処理(粗選別、破砕等)を行い、中間処理施設等へ積み替える拠点。

二次仮置場
・一次仮置場での分別･処理が不十分である場合や一次仮置場の保管能力が不足してい
る場合、必要に応じて複数自治体による合同で設置される集積所。
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６ 組織体制、関係主体との連携・協力

災害時に発生する廃棄物を適正に処理するには、速やかな庁内組織体制の構築及び指
揮命令系統の確立が必須です。平常時から様々な場面を想定した組織体制を構築できる
よう、その他災対部との連携強化も図り、各種協定や国の支援制度等も活用して、他自
治体等からの人的支援も想定します。
災害時に発生する廃棄物を適正に処理するため、関係行政機関だけでなく市民･災害

ボランティア等も含め、関係主体との協力･連携体制を速やかに構築する必要がありま
す。各主体の主な役割は以下のとおりです。
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各主体 役割

市

・自区域内で発生した災害廃棄物について、必要に応じて収集し、処理･処分まで一時
的に保管するための地区集積所･一次仮置場の管理･運営を行います。
・ごみ出しに係る情報を市民に速やかに伝達できるよう、様々な情報伝達方法等を検
討し周知･広報を行います。

市民 ・市が定めた分別に則り、災害時でも排出段階での分別の徹底が求められます。

ごみゼロ化
推進員

・市民の代表として、排出段階での分別の徹底などを率先して実行することが求めら
れます。
・市の協力要請にのっとり、市が開設した地区集積所の管理･運営補助を行うことが求
められます。

災害
ボランティア

・市と連携して被災家屋の後片付け等の被災者支援を行い、市が指定している排出先
に持ち込む等の協力が求められます。

一部事務組合
・平常時から災害時に発生した廃棄物の受入に関して市と協議を行い、災害時には適
正かつ円滑･迅速に廃棄物の処理を行います。

東京都･国
・処理主体である市が適正に災害廃棄物を処理できるよう技術的支援、広域処理の要
請等の調整を行います。

小金井市災害対策本部長（市長）

災対環境部

清掃班
（ごみ対策課）

災対企画財政部

災対生涯学習部

総合調整

財務

総務グループ

渉外

広報

許認可

仮置場

施設

処理グループ

処理・処分

環境・指導 受入

配置

災対都市整備部

災対協力部

災対こども家庭部

災対福祉保健部

災対学校教育部

連携

災対市民部

受援グループ資源管理グループ

災対総務部

災害対策副本部長

下水道班
（下水道課）

環境庶務班
（環境政策課）

東京都災害廃棄物合同処理本部

他区市町村

東京都

都協定締結先

民間事業者

国 環境省
（関東地方環境事務所）

内閣府、国土交通省、防衛省
（自衛隊）等

災害廃棄物処理支援
ネットワーク（D.Waste-Net）

災害廃棄物処理支援員
（人材バンク）

小金井市社会福祉協議会

浅川清流環境組合

ごみゼロ化推進会議

他一部事務組合等連携

連携

連携

市協定事業者 小金井市消防団

東京たま広域資源循環組合

湖南衛生組合
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